
　
報
道
に
よ

る
と
安
倍
内

閣
は
支
持
率

を
保
ち
続
け

て
い
る
。
円
や
株
価
は
乱
高
下

し
、
一
般
人
に
は
商
品
の
値
上

が
り
は
実
感
と
し
て
あ
っ
て

も
、
懐
が
豊
か
に
な
っ
た
感
じ

は
な
い
。
そ
う
し
た
現
状
で

も
、
先
般
の
先
進
国
首
脳
会
議

で
は
財
政
の
建
て
直
し
を
求
め

ら
れ
た
も
の
の
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
が
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
、

世
界
に
は
認
め
ら
れ
た
形
に

な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
前
哨

戦
と
目
さ
れ
た
都
議
会
議
員
選

挙
を
全
員
当
選
の
圧
勝
で
乗
り

切
っ
た
首
相
に
と
っ
て
は
、
ね

じ
れ
解
消
へ
の
い
い
形
で
の
選

挙
戦
突
入
な
の
だ
ろ
う
▼
憲
法

改
正
、
特
に
96
条
に
狙
い
を
定

め
た
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た

が
、
党
内
か
ら
も
異
論
が
出

て
、
勢
い
が
落
ち
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
が
油
断
は
な

ら
な
い
。
ま
た
、
T
P
P
も

参
加
表
明
し
た
後
、
報
道
も
乏

し
く
な
り
、
忘
れ
ら
れ
た
か
の

よ
う
だ
が
、
こ
ち
ら
も
注
視
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え

て
、
原
発
問
題
も
、
一
時
盛
り

上
が
っ
た
脱
原
発
が
白
書
に
は

記
載
も
さ
れ
ず
無
視
さ
れ
、
再

稼
動
へ
の
動
き
は
急
で
、
海
外

へ
の
売
込
み
な
ど
に
も
力
を
入

れ
る
な
ど
方
向
転
換
が
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点

も
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

▼
投
票
日
ま
で
、
今
回
か
ら

ネ
ッ
ト
も
使
っ
て
の
選
挙
戦
で

あ
る
。
情
報
が
飛
び
交
い
、
あ

れ
こ
れ
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
い
つ
に
も
増
し
て

多
そ
う
で
あ
る
。
シ
ッ
カ
リ
議

論
を
し
て
、
少
し
で
も
多
く
の

意
見
が
く
み
上
げ
ら
れ
る
国
会

に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。

︵
門
雀
庵
︶

　
2
0
1
2
年
の
診
療
報
酬

改
定
で
も
再
診
料
の
引
き
上
げ

は
認
め
ら
れ
ず
、
開
業
医
の
経

営
環
境
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど

る
。
こ
の
上
、
消
費
税
が
8
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
、
医
療

機
関
へ
の
影
響
は
甚
大
な
も
の

と
な
る
。
消
費
税
引
き
上
げ
に

反
対
し
つ
つ
、
ゼ
ロ
税
率
の
よ

う
に
医
療
費
へ
の
実
質
的
な
非

課
税
を
求
め
る
運
動
な
ど
現
実

的
な
対
応
を
模
索
し
て
い
く
。

　
経
営
部
会
は
金
銭
面
か
ら
の

サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。
共

済
制
度
に
つ
い
て
は
先
達
か
ら

残
し
て
い
た
だ
い
た
大
事
な
財

産
で
、
こ
れ
か
ら
も
改
良
に
努

め
た
い
。
改
善
点
の
ご
指
摘
と

と
も
に
、
今
後
と
も
ご
愛
顧
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
医
療
機
関
で
監
督
官
庁
か
ら

共
済
制
度
か
ら
税
務
調
査
、雇
用
管
理
ま
で

医
院
経
営
サ
ポ
ー
ト
の
さ
ら
な
る
充
実
へ

の
介
入
を
受
け
る
も
の
と
し
て

は
、
保
険
診
療
に
お
け
る
指

導
・
監
査
、
税
務
調
査
が
今
ま

で
も
話
題
に
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
税
務
調

特
に
13
年
1
月
よ
り
改
正
国
税

通
則
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、情
報
収
集
に
努
め
て
い
る
。

　
最
近
は
労
働
基
準
監
督
署
か

ら
の
「
監
督
」、
ま
た
労
働
基

規
則
の
未
整
備
、
労
働
条
件
の

明
示
が
な
い
な
ど
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
労
働
者
の
権
利
擁
護

の
た
め
法
律
は
改
正
さ
れ
て
お

り
、
雇
用
者
は
そ
れ
を
熟
知
す

査
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
経
営

部
会
に
お
い
て
力
を
入
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
毎
年
大
阪
国
税

局
に
出
向
き
税
務
調
査
に
つ
い

て
改
善
要
請
を
行
っ
て
い
る
。

準
法
違
反
に
よ
る
「
是
正
勧

告
」
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
増

え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
違

反
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
時

間
外
労
働
の
算
定
誤
り
、
就
業

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
我
々
医
師
は
被
雇
用

者
の
と
き
か
ら
労
働
基
準
法
を

意
識
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
く

非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

　
2
0
1
0
年
に
保
団
連
か

ら
発
行
さ
れ
た
「
医
院
経
営
と

雇
用
管
理
」
が
今
年
は
改
訂
さ

れ
て
発
行
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
雇
用
管

理
に
つ
い
て
の
情
報
発
信
に
努

め
た
い
。
当
協
会
で
は
社
労
士

に
よ
る
雇
用
管
理
相
談
に
応
じ

て
い
る
の
で
ご
利
用
い
た
だ
き

た
い
。

　
ま
た
、
雇
用
管
理
に
お
い
て

も
さ
ま
ざ
ま
な
「
落
と
し
穴
」

が
あ
り
、
そ
こ
を
労
基
法
違
反

と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
対
応
に
困
っ
た
と
き
は
随

時
、
協
会
に
ご
連
絡
い
た
だ
き

た
い
。

　

副
理
事
長  

内
田 

亮
彦

  

新
年
度
に
あ
た
っ
て　
経
営
部
会　
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主な内容

理
事
就
任
あ
い
さ
つ�

（
2
面
）

他
医
療
機
関
受
診
の
実
態
調
査
結
果�

（
3
面
）

消
費
税
増
税
中
止
、ゼ
ロ
税
率
適
用
を�

（
4
面
）

　
石
川
氏
は
、
11
年
5
月
31

日
、
東
京
高
裁
で
保
険
医
お
よ

び
保
険
医
療
機
関
の
指
定
取
消

処
分
の
取
り
消
し
を
勝
ち
取
っ

た
「
溝
部
訴
訟
」
の
代
理
人

（
国
の
上
告
断
念
に
よ
り
同
年

6
月
15
日
に
勝
訴
確
定
）。

　
石
川
氏
は
、
東
京
高
裁
判
決

　
協
会
は
連
続
し
て
指
導
・
監
査
対
策
講
習
会
を
開
催
し
た
。
ま
ず
4
月
27
日
、
弁
護
士
の
石

川
善
一
氏
を
講
師
に
「
訴
訟
に
見
る
指
導
・
監
査
・
取
消
処
分
の
現
状
と
、
そ
の
改
善
に
向
け

て
」
と
題
し
て
開
催
、
40
人
が
参
加
し
た
。
続
い
て
5
月
30
日
、
理
事
者
を
講
師
に
「
指
導
・

監
査
の
実
態
|
そ
の
時
、
あ
な
た
は
ど
う
対
応
し
ま
す
か
?
」
を
開
催
、
48
人
が
参
加
し
た
。

協
会
は
今
後
も
、
指
導
・
監
査
に
関
す
る
行
政
情
報
の
収
集
、
会
員
へ
の
情
報
提
供
、
個
別
指

導
に
お
け
る
保
険
医
の
人
権
擁
護
の
た
め
の
相
談
対
応
や
、
録
音
お
よ
び
弁
護
士
の
帯
同
の
勧

奨
等
の
活
動
を
進
め
る
。

の
意
義
（
本
紙
第
2
7
9
1
号

を
参
照
）
に
つ
い
て
解
説
し
た

後
、
現
在
の
指
導
・
監
査
の
制

度
的
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

　
①
取
消
処
分
に
至
る
「
手
続

き
」
上
の
制
度
的
問
題
点
と
し

て
、
保
険
医
の
手
続
的
権
利
が

欠
如
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
診

療
録
の
提
出
の
強
要
な
ど
、
個

別
指
導
が
事
実
上
、
監
査
化
し

て
い
る
。
ま
た
、
監
査
に
お
い

て
、
立
会
人
選
任
権
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
、
な
ど
。

　
②
取
消
処
分
の
実
体
上
の
制

度
的
問
題
点
と
し
て
、
厚
生
局

長
（
担
当
官
）
は
、
療
担
規
則

違
反
が
あ
れ
ば
取
消
処
分
「
で

き
る
」と
い
う「
広
範
な
裁
量
」

を
有
し
て
お
り
、
こ
の
た
め
に

保
険
医
の
恐
怖
は
萎
縮
診
療
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保

険
医
と
担
当
官
の
贈
収
賄
や
癒

着
、
保
険
医
の
自
死
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ

Ｄ
な
ど
の
病
理
現
象
を
も
た
ら

し
て
い
る
。

　
こ
の
改
善
の
た
め
に
は
、
対

症
療
法
と
原
因
療
法
が
あ
る
。

　
対
症
療
法
と
し
て

は
、
東
京
高
裁
判
決

を
活
用
す
る
こ
と
。

具
体
的
に
は
、
個
別

指
導
で
は
、
担
当
官

に
対
し
「
保
険
診

療
、
請
求
等
に
つ
い

て
周
知
徹
底
さ
せ
る

こ
と
を
主
眼
と
し
、

懇
切
丁
寧
に
行
う
」

裁
量
権
」
を
制
約
し
、「
人
に

よ
る
支
配
」
か
ら
「
法
に
よ
る

支
配
」
を
貫
く
行
政
へ
の
変
更

が
必
要
だ
、
と
指
摘
し
た
。

　
そ
の
方
法
と
し
て
、
取
消
処

分
の
基
準
に
、
各
事
情
の
考
慮

の
仕
方
を
点
数
化
・
ラ
ン
ク
付

け
し
て
は
ど
う
か
。
そ
の
場

合
、
監
査
要
綱
を
改
正
さ
せ
、

詳
細
な
取
消
処
分
基
準
を
定
め

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
ま
た
、
手
続
ル
ー
ル
の
改
正

と
し
て
、
健
保
法
第
73
条
、
第

78
条
に
、
保
険
医
等
の
立
会

人
、
弁
護
士
選
任
権
を
保
障
す

る
改
正
を
行
う
。
ま
た
、
同
法

第
80
条
、
第
81
条
に
取
消
処
分

に
か
か
る
証
拠
資
料
全
部
の
閲

覧
権
の
保
障
を
入
れ
る
。
さ
ら

に
、
取
消
の
諮
問
に
際
し
て

こ
と
を
求
め
る
。
ま
た
、
監
査

で
は
、
自
ら
の
記
憶
・
医
学
的

知
見
に
反
し
た
虚
偽
の
自
白
は

し
な
い
。
も
し
「
不
正
」「
不

当
」
と
み
な
さ
れ
る
事
実
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
事
情
が
あ

れ
ば
十
分
に
主
張
し
て
、
理
由

を
答
え
、
そ
れ
が
調
書
に
残
る

よ
う
要
請
し
、
そ
れ
を
記
録
し

な
け
れ
ば
署
名
し
な
い
態
度
が

必
要
で
あ
る
。

　
原
因
療
法
と
し
て
は
、
厚
生

局
長
（
担
当
官
）
の
「
広
範
な

行
政
の「
広
範
な
裁
量
権
」を
制
約
し
、

法
の
支
配
へ
の
改
善
を

指
導
等
の
相
談
は
保
険
医
協
会
へ

　
5
月
30
日
の
講
習
会
で
は
、

協
会
理
事
者
が
指
導
・
監
査
の

実
態
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
草

田
理
事
が
「
指
導
、
監
査
、
取

消
処
分
と
は
な
に
か
」
に
つ
い

て
、
松
尾
理
事
が
「
個
別
指
導

で
よ
く
指
摘
さ
れ
る
事
項
」
に

つ
い
て
解
説
す
る
と
と
も
に
、

関
理
事
長
（
当
時
）、
田
中
伸

明
理
事
、
事
務
局
数
人
に
よ
り

実
際
の
個
別
指
導
の
や
り
と
り

の
再
現
を
試
み
た
。
ま
た
、
弁

護
士
の
松
尾
美
幸
氏
（
京
都
中

講
師
を
務
め
た
石
川
氏

︵
第
１
回
目
講
習
会
︶

央
法
律
事
務
所
）
が
、
個
別
指

導
、
監
査
に
帯
同
し
た
経
験
か

ら
、
実
際
の
雰
囲
気
や
弁
護
士

帯
同
の
意
義
に
つ
い
て
報
告
し

た
。

　
現
在
、
保
団
連
は
『
保
険
医

の
た
め
の
審
査
、
指
導
、
監
査

対
策
|
日
常
の
留
意
点
』
の
改

訂
を
進
め
て
い
る
。
年
末
に
発

行
さ
れ
次
第
、
協
会
は
全
会
員

講
師
の
話
に
聞
き
入
る
参
加
者

︵
第
２
回
目
講
習
会
︶

に
配
布
す
る
。

　
ま
た
、
協
会
は
京
都
府

に
お
け
る
指
導
・
監
査
の

実
態
に
つ
い
て
行
政
情
報

開
示
請
求
を
行
い
、
開
示

さ
れ
次
第
、
本
紙
お
よ
び

毎
月
25
日
発
行
の
『
グ

リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
』
で
情

報
提
供
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
会
員
か
ら
の

相
談
に
事
務
局
が
応
じ
る

と
と
も
に
、
保
険
医
の
人

権
擁
護
の
た
め
に
弁
護
士

の
帯
同
と
録
音
を
勧
奨
し

て
い
る
の
で
、
お
気
軽
に

何
で
も
事
務
局
ま
で
ご
相

談
い
た
だ
き
た
い
。

指
導
・
監
査
対
策
講
習
会
を
連
続
開
催

は
、
地
方
社
会
保
険
医
療
協
議

会
へ
の
保
険
医
等
の
出
席
、
資

料
提
出
、
意
見
表
明
、
代
理
人

選
任
の
権
利
を
保
障
す
る
条
文

を
追
加
す
る
政
令
改
正
を
さ
せ

て
は
ど
う
か
。

　
加
え
て
、
現
行
健
保
法
は
監

査
の
手
続
要
件
が
広
範
で
、
厚

労
省
は
個
別
指
導
を
監
査
化
し

て
い
る
た
め
、
健
保
法
を
改
正

し
て
監
査
の
手
続
要
件
を
限
定

さ
せ
る
べ
き
だ
|
と
提
案
し
た
。

　
最
後
に
、
憲
法
第
13
条
の

「
人
権
最
大
尊
重
の
原
理
」
に

基
づ
き
、
憲
法
第
25
条
の
「
生

存
権
の
保
障
」
に
よ
る
国
民
の

「
受
療
権
」
確
保
の
た
め
、
保

険
医
の「
診
療
権
」を
主
張
し
て

い
く
こ
と
が
、
健
保
法
改
正
の

理
念
だ
|
と
締
め
く
く
っ
た
。

現
状
を
把
握
し
改
善
の
道
探
る



　
こ
の
度
、
京
都
消
化
器
医
会
か
ら
推
挙
を
受
け
、
総

務
部
会
担
当
理
事
に
就
任
し
ま
し
た
。
2
0
0
7
年
に

山
科
で
開
業
以
来
、
地
域
の
実
情
に
接
す
る
機
会
が
増

え
た
こ
と
で
、
開
業
医
ら
し
い
診
療
が
提
供
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
の
頃
で
す
。
保
険
医
協
会
か
ら
は
多
岐

に
わ
た
る
支
援
を
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
が
、
業
務
内

容
に
つ
い
て
の
詳
細
は
全
く
把
握
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
初
の
理
事
会
以
降
、
重
要
な
案
件
が
矢
継
ぎ
早
に

繰
り
出
さ
れ
る
空
気
に
臨
ん
で
い
る
と
、
こ
の
よ
う
な

重
責
を
全
う
で
き
る
か
不
安
に
苛
ま
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
も
新
し
い
世
界
に
飛
び
込
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
験
が
で
き
る
よ
い
機
会
と
前
向
き
に
挑
戦

し
て
い
く
所
存
で
す
。
不
慣
れ
ゆ
え
に
ご
迷
惑
を
お
か

け
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
諸
先
輩
方
に
は
ご
指
導

ご
鞭
撻
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
こ
の
度
、
中
京
西
部
医
師
会
か
ら
推
薦
い
た
だ
き
理

事
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
政
策
部
会
を
担

当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
京
都
府
保
険
医
協
会
の
活

動
は
、
保
険
医
の
利
益
を
擁
護
す
る
諸
活
動
と
と
も

に
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
反
対
京
都
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
保
険

医
に
関
わ
る
社
会
的
な
問
題
に
お
い
て
も
特
筆
す
べ
き

も
の
が
あ
り
、
敬
意
を
表
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
私
は
山
口
県
の
上
関
原
発
予
定
地
の
近
く
の
出
身
で

す
。
協
会
の
脱
原
発
の
取
り
組
み
に
啓
発
さ
れ
、
帰
省

の
折
に
反
対
す
る
故
郷
の
人
た
ち
と
交
流
し
て
き
ま
し

た
。
日
常
的
に
は
病
院
医
療
の
現
場
に
お
り
ま
す
。
医

の
倫
理
問
題
に
つ
い
て
は
10
年
あ
ま
り
研
究
会
を
続
け

て
き
ま
し
た
。
微
力
な
が
ら
経
験
を
活
か
し
て
協
会
活

動
に
貢
献
で
き
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。

　
こ
の
度
、
宇
治
久
世
医
師
会
の
推
挙
に
よ
り
、
理
事

に
就
任
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
本
年
度
よ
り

地
区
医
師
会
の
理
事
も
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。

　
医
師
会
に
入
会
し
て
約
20
年
た
ち
ま
す
が
、
今
ま
で

医
師
会
等
の
業
務
等
に
関
す
る
経
験
や
知
識
は
全
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
私
が
地
区
医
師
会
だ
け
で

な
く
保
険
医
協
会
の
理
事
の
仕
事
内
容
を
お
伺
い
し

て
、
は
た
し
て
自
分
に
務
め
ら
れ
る
か
と
自
問
自
答
し

た
結
果
、
引
き
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　
日
々
の
診
療
の
な
か
私
に
何
が
で
き
る
か
不
安
な
気

持
ち
で
一
杯
で
す
が
、
諸
先
輩
方
の
ご
指
導
の
も
と
、

で
き
る
限
り
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
こ
の
度
、
宇
治
久
世
医
師
会
の
推
薦
に
よ
り
理
事
に

就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
京
都
で
生
ま
れ
育
ち
大
学
卒
業
後
、
京
都
第
二
赤
十

字
病
院
に
勤
務
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
10
年

前
、
父
の
開
業
し
て
い
た
皮
膚
科
医
院
を
引
き
継
ぎ
ま

し
た
。

　
今
年
、
下
の
娘
も
大
学
に
入
学
し
、
子
育
て
も
一
段

落
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
仕
事
を
通
じ
て
何
か
社
会
に
恩

返
し
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
と

こ
ろ
に
こ
の
理
事
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
保
険
医
協
会
の
理
事
業
務
に
つ
い
て
は
ま
だ
何
も
わ

か
ら
な
い
状
態
で
、
お
役
に
た
て
る
か
心
配
で
す
が
、

諸
先
輩
方
の
ご
指
導
の
も
と
尽
力
し
て
い
き
た
く
思
い

ま
す
。
皆
様
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。
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2
0
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5
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31
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理 事 就 任 の あ い さ つ

日 時

場 所 京都ホテルオークラ 4階「暁雲」

第66回 定期総会
（第185回定時代議員会合併）

（京都市中京区河原町御池　☎075 - 211- 5111）

案内ハガキの「返信用ハガキ」にて 7 月19日（金）までにお申し込み下さい

7月28日日
午後1時～7時30分

寺
町
通

川
端
通

木
屋
町
通

河
原
町
通

三条通

二条通

御池通地下鉄東西線
京都市役所前駅

京
阪
三
条

総 会（第185回定時代議員会合併） 午後1時～3時

講 演 会 午後3時10分～5時20分

懇 親 会 午後5時30分～7時30分

1

2

3

① 2012年度活動報告並びに決算報告
② 2013年度活動方針（案）並びに予算（案）承認

演題

講師

参加費

恒例のアミスおすすめ
商品の展示即売会を行
います。ジュエリーなど
の宝飾品からワイン・お
茶などの食品まで！

ピアノトリオで
ラテン・ジャズ
演奏

マルシェ・アミス2013

アフガニスタンに命の水を
～国際医療協力の30年～

講演会・懇親会はご家族・従業員の方も参加いただけます

会　員：1,000円　家族・従事者：3,000円

ピース・ジャパン・メディカル・サービス総院長

ペシャワール会現地代表 中村 哲 氏

音楽演奏

福引き

ワインテイスティング

豪華賞品をご用意しています！

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 7 月 5 日第 2 8 6 2 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行



　
入
院
中
に
他
医
療
機
関
を
受

診
す
る
こ
と
は
、
診
療
報
酬
点

数
表
上
制
限
さ
れ
て
い
る
。
入

院
中
の
患
者
を
他
医
療
機
関
に

受
診
さ
せ
た
場
合
、
た
と
え
専

門
外
と
い
っ
た
理
由
で
あ
っ
て

も
、
入
院
料
が
減
算
さ
れ
た

り
、
入
院
中
の
患
者
を
外
来
で

診
た
場
合
に
、
レ
セ
プ
ト
請
求

が
認
め
ら
れ
な
い
点
数
が
あ
っ

た
り
す
る
か
ら
だ
。
外
来
側
医

療
機
関
が
レ
セ
プ
ト
請
求
で
き

な
い
点
数
に
つ
い
て
は
、
入
院

側
医
療
機
関
と
合
議
で
精
算
す

る
と
い
う
方
法
も
厚
生
労
働
省

か
ら
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
レ
セ
プ
ト
請
求
に
つ
い
て

は
、
1
人
の
患
者
に
つ
き
1
医

療
機
関
か
ら
し
か
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
り

か
ね
な
い
。
結
果
と
し
て
患
者

の
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す

る
こ
と
と
な
る
の
が
、
非
常
に

危
惧
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
現
実
と
し
て
、
入
院

医
療
機
関
の
規
模
が
小
さ
く
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
、
専
門
が
特
化

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
院
で
す

入
院
中
の
他
医
療
機
関
受
診
の
規
制
は
非
現
実
的

 
府
内
病
院
の
標
榜
・
週
診
療
日
数
を
調
査

（
以
下
「
4
科
目
」）
の
標
榜
状

況
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
週
外
来
診

療
日
数
。
標
榜
は
し
て
い
て

も
、
医
師
が
常
勤
か
非
常
勤
か

等
に
よ
り
当
該
診
療
科
の
対
応

可
能
な
状
況
が
異
な
る
た
め
、

週
当
た
り
外
来
診
療
日
数
を
調

査
の
対
象
に
し
た
。

　
眼
科
は
、
1
0
4
病
院
、
全

体
の
61
％
で
標
榜
が
な
か
っ

た
。
週
5
日
以
上
外
来
診
療
を

行
っ
て
い
る
病
院
は
、
44
病

院
、
26
％
で
あ
っ
た
（
図
1
）。

　
耳
鼻
咽
喉
科
は
、
1
1
9
病

日　時 ７月20日 （土）午後２時～５時
場　所 京都市身体障害者リハビリテーションセンター
参加費 会員　無料　　一般　1,000円（申込不要）
基調講演
京都式地域包括ケアにおける
総合リハビリテーション推進事業の役割と課題

  京都府リハビリテーション支援センター
  　　　　　　　センター長　武澤 信夫 氏
リハ医目線のリハ事情

  京都博愛会病院
  リハビリテーション科部長　冨田 素子 氏
京都市リハビリテーションセンターの未来を考える
　　　　　　　　　　　　　－理学療法士として－

  一般財団法人京都地域医療学際研究所
  がくさい病院　並河　茂 氏
指定発言 垣田医院　垣田 さち子 氏
　　　　 増田医院　増田 和人 氏
主　催 京都地域リハビリテーション研究会
連絡先 行陵会京都大原記念病院（☎075‒744‒3121）

京都地域リハビリテーションシンポジウム2013

京都のリハビリテーションを考える

なし 104（61%）

標榜のみ 3（2%）
週 1～ 2日
13（7%）

週 3～ 4日
7（4%）

週 5日以上 44（26%）
図１　眼科

なし 119（70%）

標榜のみ 4（2%）

週 1～ 2日
 10（6%）

週 3～ 4日
5（3%）

週 5日以上 33（19%）
図 2　耳鼻咽喉科

なし 79（46%）

標榜のみ 7（4%）
週 1～ 2日
34（20%）

週 3～ 4日
14（8%）

週 5日以上 37（22%）

図 3　皮膚科・皮膚泌尿器科

なし 120（70%）

標榜のみ 5（3%）

週 1～ 2日
11（7%）

週 3～ 4日
4（2%）

週 5日以上 31（18%）

図 4　精神科・神経科・心療内科

その他
162（95%）

４科目すべて
週５日以上 9（5%）

図 5　 4科目すべて週 5日以上
診療の病院　　　

その他
153（89%）

４科目すべて
週１日以上 18（11%）

図 6　 4科目すべて週１日以上
診療の病院　　　

その他
115（67%）

１科目も週１日
以上なし 56（33%）

図 7　１科目も週１日以上
　診療のない病院

　
ま
た
、
4
科
目
の
う
ち
1
科

目
も
週
1
日
以
上
の
外
来
診
療

が
な
い
病
院
が
、
56
病
院
、
全

体
の
33
％
に
の
ぼ
り
、
転
院
、

対
診
ま
た
は
他
医
療
機
関
受
診

が
必
要
と
な
る
患
者
が
さ
ら
に

発
生
し
や
す
く
な
る
（
図
7
）。

　
今
回
の
調
査
は
、
眼
科
等
4

科
目
に
絞
っ
て
調
査
を
行
っ
た

が
、
限
ら
れ
た
4
科
目
に
お
い

て
で
も
す
べ
て
の
病
院
で
診
療

を
完
結
で
き
る
状
態
に
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
っ
た
。
治
療
や

診
療
が
必
要
な
患
者
が
発
生
す

る
限
り
、
自
院
で
対
応
で
き
な

い
場
合
に
は
、
入
院
中
で
あ
っ

て
も
他
医
療
機
関
受
診
等
は
必

要
と
な
る
。
診
療
報
酬
点
数
表

上
、
受
診
を
い
く
ら
規
制
し
て

も
、
疾
病
の
発
生
を
防
止
す
る

こ
と
に
は
全
く
つ
な
が
ら
ず
、

受
診
を
抑
止
す
る
こ
と
で
む
し

ろ
患
者
の
病
態
を
悪
化
さ
せ
か

ね
な
い
。
入
院
中
の
他
医
療
機

関
受
診
は
制
度
上
全
面
的
に
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

院
、
全
体
の
70
％
で
標
榜
が
な

か
っ
た
。
週
5
日
以
上
外
来
診

療
を
行
っ
て
い
る
病
院
は
、
33

病
院
、
19
％
で
あ
っ
た
（
図

2
）。

　
皮
膚
科
ま
た
は
皮
膚
泌
尿
器

科
は
、
79
病
院
、
全
体
の
46
％

で
標
榜
が
な
か
っ
た
。
週
5
日

以
上
外
来
診
療
を
行
っ
て
い
る

病
院
は
、
37
病
院
、
22
％
で

あ
っ
た
（
図
3
）。

　
精
神
科
、
神
経
科
ま
た
は
心

療
内
科
は
、
1
2
0
病
院
、
全

体
の
70
％
で
標
榜
が
な
か
っ

た
。
週
5
日
以
上
外
来
診
療
を

行
っ
て
い
る
病
院
も
31
病
院
18

％
と
少
な
か
っ
た
（
図
4
）。

　
4
科
目
す
べ
て
週
5
日
以
上

の
外
来
診
療
を
行
っ
て
い
る
病

院
は
、
わ
ず
か
9
病
院
、
全
体

の
5
％
し
か
な
か
っ
た
（
図

5
）
が
、
4
科
目
、
週
1
日
で

も
外
来
診
療
を
行
っ
て
い
る
病

院
で
も
、
18
病
院
、
11
％
と
い

う
わ
ず
か
な
数
で
あ
っ
た
（
図

6
）。
こ
れ
ら
の
病
院
以
外
で

は
、
入
院
中
の
患
者
が
当
該
4

科
目
へ
の
受
診
が
必
要
と
な
っ

た
場
合
、
転
院
、
対
診
ま
た
は

他
医
療
機
関
受
診
が
必
要
と
い

う
事
態
が
発
生
す
る
こ
と
に
な

る
。

べ
て
の
医
療
を
完
結
で
き
る
と

は
限
ら
な
い
患
者
が
発
生
し
得

る
こ
と
か
ら
、
他
医
療
機
関
受

診
を
規
制
す
る
こ
と
が
、
こ
れ

ら
入
院
医
療
機
関
に
と
っ
て
の

死
活
問
題
と
な
り
か
ね
な
い
。

　
協
会
は
、
2
0
1
0
年
診
療

報
酬
改
定
で
入
院
中
の
他
医
療

機
関
受
診
規
制
が
強
化
さ
れ
て

以
降
、
一
貫
し
て
根
本
的
改
善

の
必
要
性
を
訴
え
て
き
た
。
今

回
、
他
医
療
機
関
受
診
の
現
実

的
な
必
要
性
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
京
都
府
内
全
病
院
に

お
け
る
眼
科
等
の
標
榜
状
況
、

外
来
診
療
状
況
に
つ
い
て
、
医

療
法
に
基
づ
く
医
療
機
能
情
報

（
京
都
よ
ろ
ず
ネ
ッ
ト
）
の
掲

載
デ
ー
タ
を
基
に
調
べ
た
（
13

年
4
月
16
日
現
在
）。

　
調
べ
た
の
は
、
府
内
全
1
7

1
病
院
に
お
け
る
①
眼
科
、
②

耳
鼻
咽
喉
科
、
③
皮
膚
科
・
皮

膚
泌
尿
器
科
、
④
精
神
科
・
神

経
科
・
心
療
内
科
の
各
標
榜
科

　
親
子
間
で
の
医
院
継
承
や
第

三
者
間
で
の
医
院
継
承
時
の
税

務
関
係
や
行
政
へ
の
手
続
き
は

ど
う
す
る
の
か
等
に
つ
い
て
、

協
会
は
5
月
9
日
に
「
医
院
継

承
講
習
会
」
を
開
催
し
た
。

　
講
師
に
ひ
ろ
せ
税
理
士
法
人

代
表
社
員
で
税
理
士
の
花
山
和

士
氏
を
迎
え
て
、
継
承
方
法
の

形
態
、
継
承
す
る
こ
と
の
メ

リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
、
課
税

関
係
、
考
え
方
な
ど
に
つ
い
て

講
習
し
た
。
ま
た
、
税
制
改
正

に
つ
い
て
も
解
説
し
た
。　

　
親
子
間
で
継
承
す
る
際
に

は
、
早
く
か
ら
相
続
税
・
贈
与

税
の
対
策
が
必
要
。

　
継
承
の
メ
リ
ッ
ト
は
開
業
コ

ス
ト
の
軽
減
、
一
定
の
患
者
を

確
保
で
き
る
、
地
域
で
認
知
さ

　
協
会
は
税
理
士
の
山
口
稔
氏

を
講
師
に
迎
え
て
、
5
月
23
日

に
税
務
記
帳
講
習
会
を
開
催
し

た
。

　
ど
ん
な
に
優
秀
な
税
理
士
に

依
頼
し
て
い
て
も
、
適
切
に
記

帳
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
経
営

状
況
を
正
確
に
見
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
う
し
た
、
記
帳
す

る
意
義
に
つ
い
て
解
説
し
、
実

際
の
記
帳
実
務
を
講
習
し
た
。

　
記
帳
す
る
こ
と
は
、
正
し
い

確
定
申
告
を
行
う
た
め
に
は
必

要
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
記

帳
す
る
こ
と
よ
っ
て
日
々
の
経

営
内
容
を
把
握
し
、
所
得
を
正

確
に
把
握
す
る
こ
と
で
経
営
判

断
が
可
能
と
な
り
、
事
業
借
入

す
る
際
の
返
済
可
能
額
や
生
活

費
、
い
わ
ゆ
る
可
処
分
所
得
が

導
き
出
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と

が
節
税
や
経
営
改
善
に
つ
な
が

る
こ
と
を
解
説
し
た
。

　
ま
た
、
金
銭
出
納
帳
の

記
帳
方
法
や
、
銀
行
帳
の

記
帳
方
法
、
経
費
の
仕
分

け
に
つ
い
て
の
考
え
方
、

未
収
金
の
計
上
方
法
、
薬

品
材
料
費
の
計
上
方
法
、

家
事
関
連
費
の
按
分
は
合

理
的
な
方
法
を
と
る
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
も
解
説

し
、
自
院
で
記
帳
す
る
こ

と
が
経
営
判
断
を
行
う
上

で
い
か
に
重
要
で
あ
る
か

を
解
説
し
た
。

　
な
お
、
2
0
1
4
年
1

月
か
ら
個
人
の
白
色
申
告
事
業

者
す
べ
て
に
対
し
て
も
記
帳
が

義
務
化
さ
れ
、
帳
簿
の
保
存
が

義
務
化
さ
れ
る
。
協
会
で
は
、

簡
易
な
記
帳
書
類
と
し
て
「
窓

口
収
入
（
現
金
）
日
計
ノ
ー

ト
」「
出
入
伝
票
」
の
使
用
を

推
奨
し
て
い
る
の
で
、
是
非
ご

利
用
い
た
だ
き
た
い
。

れ
て
い
る
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

デ
メ
リ
ッ
ト
は
診
療
理
念
・
診

療
内
容
が
異
な
る
、
ス
タ
ッ
フ

と
の
相
性
が
合
わ
な
い
な
ど
が

あ
る
。

　
課
税
関
係
で
は
、
個
人
診
療

所
は
贈
与
や
相
続
の
対
象
と
な

る
。
医
療
法
人
は
経
過
措
置

型
、
基
金
拠
出
型
と
も
に
生
前

の
継
承
は
課
税
関
係
は
な
い
。

し
か
し
相
続
継
承
で
は
、
経
過

措
置
型
の
場
合
は
出
資
金
の
評

価
額
が
、
基
金
拠
出
型
の
場
合

は
基
金
の
拠
出
額
が
相
続
税
の

対
象
と
な
る
。

　
税
制
改
正
に
よ
る
相
続
税
の

基
礎
控
除
お
よ
び
税
率
構
造
の

見
直
し
、
所
得
税
の
最
高
税
率

の
引
き
上
げ
贈
与
税
の
税
率
構

造
お
よ
び
相
続
時
精
算
課
税
制

度
の
見
直
し
な
ど
に
つ
い
て
も

解
説
し
た
。

熱
心
に
耳
を
傾
け
る
参
加
者

記
帳
は
節
税
・
経
営
改
善
対
策
の
第
一
歩

 

税
務
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帳
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医
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課
税
対
策
を
念
頭
に
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内閣総理大臣　安倍 晋三 殿
財  務  大  臣　麻生 太郎 殿
厚生労働大臣　田村 憲久 殿
国  会  議  員　各位

消費税の増税を中止し、
医療への「ゼロ税率」適用を求める要望

　貴職の国政に果たされます重責に敬意を表します。
　消費税が2014年４月に８％へ、さらに2015年10月に10％へ引き上げ
られようとしています。しかし、このデフレ下で消費税を増税すれ
ば、景気・財政は更に悪化します。
　保険診療は国の政策として患者さんから消費税を受け取りません。
他方で、医療機関は、医療機器、医療材料･介護材料など仕入れに係
る消費税を「損税」として負担しています。「損税」は医業経営を圧
迫し、患者さんに良質の医療を提供する機会に支障を及ぼしていま
す。消費税の引き上げは、患者さんがますます医療にかかりにくくな
るとともに、医療機関の「損税」を増大させ、地域医療の崩壊に拍車
をかけるものです。
　以上をふまえ、国民の生活と医療を守るため、以下の事項を強く要
望いたします。

一、受診抑制と「損税」増大につながる消費税の増税は中止すること
一、 社会保険診療報酬にかかる消費税は「ゼロ税率」（＝免税）を適

用すること

　
政
府
は
、
消
費
税
を
2
0
1
4
年

4
月
に
8
％
へ
、
15
年
10
月
に
10
％

へ
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
株
価
は
上
昇
し
、
あ

た
か
も
景
気
が
回
復
し
た
か
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
国
民
の
生
活
は
依
然

と
し
て
厳
し
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
時
に
消
費
税
を
引
き
上
げ
れ

ば
、
97
年
に
5
％
と
な
っ
た
時
以
上

に
、
国
民
の
生
活
に
与
え
る
打
撃
が

大
き
い
も
の
と
な
る
こ
と
は
必
至
で

あ
る
。

　
当
会
が
実
施
し
た
患
者
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
、
消
費
税
が
増
税
さ
れ
れ

ば
、
受
診
を
抑
制
す
る
と
回
答
し
た

方
が
約
27
％
あ
り
、
国
民
の
健
康
に

と
っ
て
も
、
医
業
経
営
に
と
っ
て
も

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
12
年
に
当
会

が
実
施
し
た
損
税
調
査
で
は
、
医
療

機
関
に
よ
っ
て
損
税
額
に
ば
ら
つ
き

が
あ
り
、
診
療
報
酬
の
一
律
的
な
上

消費税増税中止、
医療への「ゼロ税率」 適用を
要望署名にご協力下さい

消
費
税
増
税
で
27
％
が
受
診
手
控
え

 

緊
急
患
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
明
ら
か
に

乗
せ
で
解
消
す
る
こ
と
は
到
底
で
き

な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
協
会
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま

え
、
国
民
の
生
活
と
医
療
を
守
る
た

め
、
地
域
医
療
を
担
う
先
生
方
の
声

を
会
員
要
請
署
名
と
し
て
集
約
し
、

政
府・関
係
機
関
な
ど
に
要
請
す
る
。

　
7
月
1
日
現
在
で
、
す
で
に
2
2

6
通
の
要
請
署
名
が
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
返
送

さ
れ
て
き
て
い
る
。
ぜ
ひ
、
会
員
の

切
実
な
声
を
関
係
機
関
に
届
け
る
た

め
に
、
積
極
的
な
ご
協
力
を
お
願
い

す
る
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
署
名
用
紙
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
ネ
ッ

ト
に
ご
登
録
い
た
だ
い
て
い
る
会
員

に
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
、
そ
れ
以
外
の
会
員

に
は
別
途
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
第
1
次
締
め
切
り
は
7
月
10

日
。　

会
員
の
声　
抜
粋

　
◆
保
険
診
療
の
根
幹
を
ゆ
る
が
す

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
消
費
税
の
増

税
に
は
一
貫
し
て
反
対
し
ま
す
。

　
◆
消
費
税
増
税
を
中
止
し
、
医
療

へ
の
「
ゼ
ロ
税
率
」
を
確
実
に
適
用

し
て
く
だ
さ
い
。
経
営
が
赤
字
に
な

り
か
け
て
お
り
ま
す
。
宜
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
◆
現
状
で
も
、
古
く
な
っ
た
医
療

機
器
を
買
い
換
え
る
余
裕
が
あ
り
ま

せ
ん
。

　
◆
外
来
、
訪
問
診
療
で
認
知
症
の

本
人
お
よ
び
家
族
を
懸
命
に
支
え
、

訴
え
を
聞
く
こ
と
に
努
力
し
、
介
護

職
や
支
援
員
に
助
言
し
必
死
に
働
い

て
い
る
零
細
開
業
医
で
す
。「
損
税
」

が
拡
大
す
れ
ば
潰
れ
る
だ
け
で
す
。

　
◆
医
療
や
社
会
保
障
は
消
費
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
消
費
税
率
引
き
上
げ

は
社
会
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
さ

ら
に
消
耗
さ
せ
ま
す
。
憲
法
25
条
に

も
違
反
し
ま
す
。

　
◆
食
料
品
と
医
療
費
に
つ
い
て
は

消
費
税
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。

　
◆
都
会
の
内
科
・
小
児
科
の
開
業

医
ま
で
つ
ぶ
れ
ま
す
よ
。

　
◆
消
費
税
の
増
税
は
断
固
反
対

　
◆
今
年
度
よ
り
震
災
復
興
支
援
の

た
め
と
、
今
後
25
年
間
特
別
所
得
税

2
・
1
%
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
ま
す
ま
す
家
計
を
圧
迫
す
る

中
、
本
当
に
必
要
な
人
に
必
要
な
時

期
に
よ
り
良
い
医
療
を
受
け
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
こ
れ
以
上
の
増
税
は

絶
対
反
対
で
す
。

　
◆
福
祉
医
療
の
充
実
が
、
安
心
し

て
消
費
行
動
を
促
す
こ
と
も
で
き
、

経
済
活
性
化
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

地
域
医
療
を
崩
壊
さ
せ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

　
昨
年
成
立
し
た
消
費
増
税
法

に
よ
り
、
税
率
が
14
年
4
月
に

8
％
、
15
年
10
月
に
10
％
に
、

2
段
階
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
予

定
だ
。
年
収
5
0
0
万
円
の
4

人
家
族
（
会
社
員
の
夫
、
専
業

主
婦
の
妻
、
子
ど
も
2
人
）
で

は
、
10
％
の
消
費
増
税
分
で
年

間
11
・
5
万
円
、
家
計
全
体
で

年
間
33
・
8
万
円
（
11
年
と
16

年
の
比
較
）
の
負
担
増
と
さ
れ

て
い
る
（
内
閣
官
房
試
算
）。

長
年
の
デ
フ
レ
下
で
細
る
家
計

に
は
、
さ
ら
な
る
節
約
が
迫
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
影
響

は
受
診
の
手
控
え
と
い
う
か
た

ち
で
医
療
機
関
に
と
っ
て
も
降

り
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
。
患
者
の
意
識
を
調
査
す
る

た
め
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結

果
を
報
告
す
る
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
は
会
員
医
療
機

関
の
窓
口
で
ハ
ガ
キ
を
患
者
さ

ん
な
ど
に
配
布
し
て
も
ら
い
、

協
会
に
返
送
い
た
だ
く
か
た
ち

で
5
月
の
1
月
間
で
実
施
。
1

9
2
通
を
回
収
し
た
。

　
消
費
税
が
増
税
さ
れ
た
場
合

の
対
応
に
つ
い
て
複
数
選
択
で

き
い
た
と
こ
ろ
、
①
旅
行
・
レ

ジ
ャ
ー
の
手
控
え
63
％
②
水
・

光
熱
費
の
節
約
62
％
③
食
費
等

の
切
り
詰
め
57
％
―
の
順
で
そ

れ
ぞ
れ
5
割
を
超
え
た
。
医
療

機
関
へ
の
受
診
手
控
え
も
27
％

で
4
番
目
の
選
択
と
な
っ
た
。

自
由
意
見
で
は
、
現
在
に
お
い

て
も
金
銭
的
理
由
で
受
診
を
手

控
え
て
い
る
苦
境
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。

遇
を
や
め
、
消
費
増
税
で
は
な

く
法
人
税
増
税
を
行
う
べ
き
」

が
50
％
、「
消
費
税
は
引
き
上

げ
る
べ
き
で
な
い
」
が
27
％
。

一
方
で
「
社
会
保
障
の
た
め
に

は
引
き
上
げ
も
仕
方
な
し
」
が

25
％
。
な
お
ひ
と
つ
の
み
の
選

択
と
し
た
が
、
複
数
選
択
が
多

　
消
費
増
税
に
つ
い
て
ど
う
考

え
る
か
に
つ
い
て
は
、「
内
部

留
保
を
貯
め
こ
ん
だ
大
企
業
優

い
た
め
複
数
選
択
で
集
計
し
た
。

　
な
お
、
回
答
者
の
中
か
ら
抽

選
で
5
人
の
方
に
図
書
券
を
送

付
し
た
。

〈
自
由
意
見
〉

　
◆
後
期
高
齢
者
ゆ
え
、
受
診

を
控
え
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
別
居
の
息
子
2
人
の
家
族

は
親
子
と
も
治
療
中
断
す
る
こ

と
が
あ
る
よ
う
で
、
こ
ち
ら
も

年
金
生
活
の
た
め
助
け
て
や
れ

な
い
。

　
◆
負
担
が
辛
い
の
で
受
診
を

控
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
救
急
車

の
お
世
話
に
な
る
と
こ
ろ
で
し

た
。

　
◆（
食
費
、
光
熱
費
）
限
度

が
あ
る
。（
旅
行
）
行
け
る
身

分
で
な
い
。
死
を
待
つ
だ
け

か
。
子
ど
も
も
い
な
い
。
充
分

な
医
療
を
受
け
ら
れ
ず
妻
が
先

月
死
亡
し
た
。

　
◆
摂
取
カ
ロ
リ
ー
が
多
少

減
っ
て
も
死
に
は
し
な
い
。
受

診
を
控
え
る
と
死
ぬ
。

追加ご希望の場合は協会へ連絡を！

旅行やレジャーを手控える
水・光熱費を節約する
食費等を切り詰める

医療機関への受診を控える
塾など教育費を減らす

その他
8.3％

26.6％

61.5％
63.0％

56.8％

15.6％

その他

社会保障のためには仕方ない

消費税は引き上げるべきでない

内部留保 274兆円も貯め込んだ
大企業優遇をやめ、消費税増税で
はなく法人税増税を行うべきだ

7.8％

24.5％

27.1％

50.0％

図１　消費税増税でどうする？

図 2　消費増税をどう考える？

　病院における未収金は消費税損税とともに経営を圧迫する大きな要因です。
　今回、医師賠償責任保険の引き受け会社である損害保険ジャパンとの共催で
中村隆弁護士をお招きし、昨今の他府県の取り組み事例等をはじめ、未収金対
策についてアドバイスいたします。
日　時 ７月25日 （木）午後２時～４時30分
場　所 京都府保険医協会　会議室
講　師 中村・平井・田邊法律事務所　中村　隆 弁護士
対　象 事務長、経理部長、その他関係職員の方　　定　員　50人
協　賛 有限会社アミス　株式会社損害保険ジャパン

病院経営対策セミナー

「病院経営における未収金対策～成功例をもとに～」

知らないと大損！
知ってトクする！
医療・介護・税金の
負担軽減策 2013年版

月刊保団連
民間版「健康保険」
の衝撃
１部150円（送料別）

１部100円（送料別）
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Ｑ
、
傷
病
手
当
金
意
見
書
交

付
料
に
つ
い
て
、
退
職
後
に
傷

　
協
会
は
「
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
む

会
」
を
6
月
15
日
に
、
中
京
区

の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
「
ル
・
ク
ラ

ブ
・
ジ
ャ
ズ
」
で
開
催
。
参
加

者
は
40
人
と
な
っ
た
。

国
民
の
医
療
を
受
け
る
権
利
を
守
る
に
は

納
得
で
き
ぬ
減
点
査
定
を
は
ね
か
え
し

　
訴
外
40
歳
男
Ａ
は
、
生
活
保

護
法
に
基
づ
く
医
療
扶
助
を
受

給
し
、
1
9
8
8
年
6
月
急
性

リ
ン
パ
性
白
血
病
（
Ａ
Ｌ
Ｌ
）

で
指
定
医
療
機
関
Ｋ
Ｈ
Ｃ
病
院

Ｘ
に
入
院
し
て
寛
解
導
入
療
法

を
受
け
、
10
月
退
院
し
た
。

　
89
年
5
月
24
日
再
発
、
入
院

し
、
7
月
8
日
、
急
変
し
て
39

℃
に
発
熱
し
、
尿
量
減
少
し
、

ク
レ
ア
チ
ニ
ン
値
（
Cr
）・
尿

素
窒
素
値
（
Ｂ
Ｕ
Ｎ
）
が
上
昇

し
、
急
性
腎
不
全
と
な
り
、
敗

血
症
性
シ
ョ
ッ
ク
と
診
断
さ
れ

抗
生
物
質
治
療
と
イ
ノ
バ
ン
®

で
昇
圧
剤
治
療
が
開
始
さ
れ
、

同
月
10
日
麻
痺
性
イ
レ
ウ
ス
に

胃
チ
ュ
ー
ブ
が
挿
入
さ
れ
た
。

11
日
、
Cr
4
・
7
㎎
／
㎗
（
正

常
値
0
・
6
〜
2
・
0
）、
Ｂ
Ｕ

Ｎ
81
・
0（
同
10
〜
20
）で
、尿

量
低
下
し
、
人
工
腎
臓
を
開
始

し
、
31
日
ま
で
に
合
計
13
回

行
っ
た
。
12
日
、
血
清
ア
ン
モ

ニ
ア
値
は
1
4
4
㎍
／
㎗
（
同

36
〜
70
）
で
、
意
識
レ
ベ
ル
の

低
下
を
み
、モ
ニ
ラ
ッ
ク
®
が
投

与
さ
れ
、
そ
の
後
21
〜
55
に
安

定
化
し
た
。
13
日
、
消
化
管
出

血
を
来
し
、
ト
ロ
ン
ビ
ン
お
よ

び
マ
ー
ロ
ッ
ク
ス
®
を
チ
ュ
ー

ブ
注
入
し
、
シ
メ
チ
ジ
ン
®
が

静
注
さ
れ
た
。
14
日
、
プ
ロ
ト

ロ
ン
ビ
ン
時
間
39
・
3
秒
（
同

12
秒
）、
活
性
化
部
分
ト
ロ
ン

ボ
プ
ラ
ス
チ
ン
時
間
1
0
4
・

8
秒（
同
33
秒
位
）を
示
し
、肝

不
全
の
治
療
と
し
て
血
漿
交
換

療
法
が
同
日
、
15
日
、
17
日
と

計
3
回
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
頃

よ
り
顔
面
・
躯
幹
に
ヘ
ル
ペ
ス

疹
が
認
め
ら
れ
、
抗
ウ
イ
ル
ス

剤
ゾ
ビ
ラ
ッ
ク
ス
®
が
塗
布
・

点
滴
さ
れ
た
。
ま
た
、
フ
ィ
ブ

リ
ン
・
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ー
ゲ
ン
分

解
産
物
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
の
上
昇
や

血
小
板
の
減
少
か
ら
播
種
性
血

管
内
凝
固
症
候
群
（
Ｄ
Ｉ
Ｃ
）

と
考
え
ノ
イ
ア
ー
ト
®
、
ヘ
パ

リ
ン
が
使
用
さ
れ
た
。
Ａ
は
、

10
月
20
日
寛
解
・
退
院
し
た
。

　
89
年
8
月
7
日
Ｘ
は
、
症
状

経
過
を
添
付
し
て
7
月
分
64
万

1
4
0
8
点
の
診
療
報
酬
明

細
書
（
レ
セ
プ
ト
：
傷
病
名
欄

に
「
肝
不
全
（
劇
症
肝
炎
）」、

「
腎
不
全
」
と
の
記
載
あ
り
）

を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基

金
Ｙ
2
に
提
出
し
た
。
50
万
点

以
上
の
た
め
Ｙ
2
は
特
別
審
査

委
員
会
で
審
査
し
て
11
万
4
0

6
0
点
の
減
点
査
定
を
通
知
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
血
漿
交
換

療
法
3
回
中
2
回
分
を「
Ｂ
：

過
剰
と
認
め
ら
れ
る
」、
人
工

腎
臓
13
回
中
5
回
分
を
「
Ｂ
」、

マ
ー
ロ
ッ
ク
®
の
1
日
当
り
50

㎖
を
超
え
る
投
与
を「
Ｂ
」、ト

ロ
ン
ビ
ン
の
6
瓶
超
を「
Ｂ
」、

モ
ニ
ラ
ッ
ク
®
の
最
高
量
60
㎖

中
10
㎖
を「
Ｂ
」、Ｄ

－

ソ
ル
ビ

ト
ー
ル
を
「
Ａ
：
適
応
と
認
め

ら
れ
な
い
」、フ
ロ
リ
ー
ド
Ｆ
®

を
「
Ａ
」、
第
一
ブ
ド
ウ
糖
®

の
透
析
液
へ
の
付
加
を
「
Ａ
」

と
査
定
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は

再
審
査
を
申
し
出
た
。
Ｙ
2
は

査
定
後
の
診
療
報
酬
額
を
Ｘ
に

仮
払
い
し
、
9
月
1
日
Ｋ
政
令

指
定
都
市
の
市
長
Ｙ
1
に
審
査

結
果
と
レ
セ
プ
ト
を
提
出
し
、

同
月
18
日
Ｙ
1
は
、
審
査
意
見

を
検
討
の
上
、
そ
れ
と
同
額
を

診
療
報
酬
額
と
決
定
し
、
Ｙ
2

に
通
知
し
た
。
Ｙ
2
は
レ
セ
プ

ト
を
取
り
寄
せ
直
し
、
書
面
審

査
に
て
再
審
査
し
、
10
月
30

日
、
原
審
通
り
と
の
再
診
結
果

を
Ｘ
に
通
知
し
た
。

　
90
年
Ｘ
は
、Ｙ
1
に
対
し
て
、

1
0
7
万
3
7
1
0
円
の
支
払

い
拒
否
は
審
査
懈
怠
し
て
判
断

を
誤
っ
た
違
法
に
よ
る
と
し

て
、
そ
の
取
り
消
し
を
求
め
行

政
訴
訟
を
提
起
し
（
甲
事
件
）、

Ｙ
2
に
対
し
て
、
Ｙ
1
か
ら
の

委
託
事
務
で
、
正
当
な
診
療
報

酬
を
支
払
う
義
務
が
あ
り
、
未

払
い
分
の
上
記
同
額
を
支
払
う

よ
う
提
訴
し
た
（
乙
事
件
）。

　
第
1
審
裁
判
所
は
、
本
件
減

点
査
定
の
決
定
は
生
活
保
護
法

第
53
条
第
1
項
に
よ
る
Ｙ
1
の

決
定
と
し
て
了
知
し
得
る
行
政

処
分
で
あ
り
、
Ｙ
2
に
請
求
で

き
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。

腎
不
全
に
つ
い
て
は
、
血
清
Cr

値
や
尿
量
や
検
査
値
が
診
療
録

な
ど
に
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て

お
り
、
上
記
の
資
料
を
以
て
明

ら
か
に
す
る
機
会
を
与
え
ず
審

査
資
料
を
違
法
に
限
定
し
て

誤
っ
た
減
点
査
定
（
人
工
腎
臓

5
回
分
）
と
認
定
し
、
他
に
格

別
の
調
査
な
く
そ
の
ま
ま
採
用

し
て
違
法
に
決
定
し
た
Ｙ
1
に

32
万
9
4
0
0
円
の
支
払
い
を

命
じ
た（
京
都
地
判
平
7
・
2
・

3
、判
タ
8
8
4
号
1
4
5
頁
、

控
訴
：
次
号
に
続
く
）。

　
日
本
の
精
神
科
医
療
の
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
患
者
の

リ
ン
チ
死
亡
な
ど
数
々
の
人
権
侵

害
が
発
覚
し
た
宇
都
宮
病
院
事
件

か
ら
、
来
年
で
30
年
に
な
る
。
現

状
は
ど
う
な
の
か
。

　
か
つ
て
は
、
政
府
の
補
助
や
低

利
融
資
で
作
ら
れ
た
民
間
精
神
科

病
院
の
多
く
が
金
も
う
け
に
走

り
、
社
会
防
衛
に
か
こ
つ
け
て
劣

悪
な
環
境
の
病
棟
に
患
者
を
閉
じ

込
め
て
い
た
。
暴
力
、
虐
待
、
使

役
労
働
が
横
行
し
て
い
た
。

　
そ
う
し
た「
違
法
な
人
権
侵
害
」

は
さ
す
が
に
減
っ
た
。
暴
力
や
違

法
拘
束
に
よ
る
患
者
の
死
亡
・
重

傷
は
、
ま
だ
毎
年
の
よ
う
に
全
国

ど
こ
か
の
病
院
で
起
き
て
い
る
も

の
の
、
全
体
と
し
て
は
改
善
し
て

き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
医
療
や
保
護
を
理
由
に

し
た
「
合
法
的
な
人
権
侵
害
」
は

改
善
に
ほ
ど
遠
い
。

　
ま
ず
入
院
の
多
さ
。
30
万
人
に

の
ぼ
る
精
神
病
床
の
入
院
患
者
数

は
、
人
口
比
で
も
絶
対
数
で
も
世

界
一
で
あ
る
。
最
も
多
か
っ
た
1

9
9
1
年
か
ら
4
万
人
し
か
減
っ

て
い
な
い
。
5
年
以
上
の
入
院
が

4
割
近
く
を
占
め
る
。
社
会
的
入

院
や
長
期
入
院
は
、
人
生
の
時
間

を
奪
う
人
権
侵
害
で
あ
る
。

　
し
か
も
2
0
0
0
年
以
降
、
任

意
入
院
が
減
り
、
医
療
保
護
入
院

（
家
族
な
ど
保
護
者
の
同
意
に
よ

る
強
制
入
院
）
が
増
え
た
。

　
さ
ら
に
身
体
拘
束
、
保
護
室
へ

の
隔
離
が
増
え
続
け
て
い
る
。
厚

労
省
の
精
神
保
健
福
祉
資
料
に
よ

る
と
、
11
年
6
月
30
日
時
点
の
身

体
拘
束
は
9
2
5
4
人
、
隔
離
は

9
2
8
3
人
に
の
ぼ
る
。
03
年
に

比
べ
て
拘
束
は
1
・
8
倍
、
隔
離

は
1
・
2
倍
に
な
っ
た
。
病
棟
の

構
造
も
開
放
病
棟
が
減
っ
て
閉
鎖

病
棟
が
増
え
て
お
り
、
任
意
入
院

患
者
で
さ
え
、
32
％
が
外
出
を
制

限
さ
れ
て
い
る
。

　
大
き
な
要
因
は
、
認
知
症
に
よ

る
入
院
の
増
加
で
あ
る
。
統
合
失

調
症
の
入
院
患
者
が
し
だ
い
に
減

る
中
、
病
院
は
、
高
齢
化
で
急
増

し
た
認
知
症
患
者
で
ベ
ッ
ド
を
埋

め
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
医
療
保

護
入
院
の
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
医
療
保
護
入
院
の
改
革
は
、
厚

労
省
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ

た
。
同
省
が
設
け
た
検
討
チ
ー
ム

は
昨
年
6
月
、
保
護
者
の
同
意
に

よ
ら
な
い
入
院
と
し
、
患
者
が

「
代
弁
者
」
を
選
べ
る
仕
組
み
を

導
入
す
る
こ
と
を
打
ち
出
し
た
。

と
こ
ろ
が
今
年
6
月
の
精
神
保
健

福
祉
法
改
正
は
、
保
護
者
の
同
意

を
「
家
族
等
の
い
ず
れ
か
の
同

意
」
に
変
え
た
だ
け
で
、
強
制
入

院
の
要
件
は
か
え
っ
て
緩
く
な
っ

た
。代
弁
者
制
度
も
見
送
ら
れ
た
。

　
そ
も
そ
も
精
神
科
で
入
院
す
べ

き
と
考
え
る
基
準
は
何
な
の
か
。

　
自
傷
・
他
害
を
防
ぐ
場
合
は
や

む
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
休
息
や
ス

ト
レ
ス
軽
減
に
役
立
つ
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
生
活

が
で
き
な
い
」「
周
囲
が
困
る
」

と
い
う
理
由
は
、
治
療
上
の
必
要

に
あ
た
る
の
か
。
本
当
に
病
院
で

な
い
と
無
理
な
の
か
。
入
院
さ
せ

る
こ
と
は
「
善
」
だ
ろ
う
か
。

　
住
み
慣
れ
た
所
を
離
れ
て
入
院

す
る
と
、
不
安
が
募
る
。
ま
し
て

拘
束
や
隔
離
を
受
け
た
ら
苦
痛
と

恐
怖
は
著
し
い
。
尊
厳
が
傷
つ
け

ら
れ
る
こ
と
は
、
治
療
上
の
デ
メ

リ
ッ
ト
に
な
る
。
そ
し
て
入
院
が

長
く
な
る
に
つ
れ
、
生
活
能
力
や

意
欲
が
低
下
し
て
い
く
。

　
プ
ラ
ス
が
あ
れ
ば
、
マ
イ
ナ
ス

を
無
視
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
精
神
科
病
院
へ

の
入
院
は
け
っ
し
て
望
ま
し
い
こ

と
で
は
な
い
。
医
療
従
事
者
も
社

会
も
、
厳
し
い
認
識
に
立
っ
て
、

変
革
を
急
が
な
い
と
い
け
な
い
。

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

精
神
科
の
入
院
は
ど
れ
だ
け
必
要
か

　
日
本
の
精
神
科
医
療
の
問
題
点
ど
こ
か
の
病
院
で
起
き
て
い
る
も

の

28

「A
u P

rivate
」
を
演
奏
。

抒
情
あ
ふ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
が
随

所
に
聞
か
れ
、
ア
ル
ト
サ
ッ
ク

ス
の
魅
力
を
堪
能
し
た
。

　
プ
ロ
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
演

奏
に
引
き
続
い
て
、
参
加
者
に

よ
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
あ
り
、

「
Ａ
列
車
で
行
こ
う
」
を
ラ
テ

ン
・
4
ビ
ー
ト
に
ア
レ
ン
ジ
す

る
な
ど
熱
気
あ
ふ
れ
る
大
編
成

の
演
奏
を
は
じ
め
、
ボ
ー
カ
ル

を
交
え
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
サ
ッ

ク
ス
や
ギ
タ
ー
の
コ
ン
ボ
な
ど

が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
初
夏
の
夜

遅
く
ま
で
、
ジ
ャ
ズ
で
交
流
を

行
っ
た
。

　
今
回
は
、
横
山
未
希
（
ア

ル
ト
サ
ッ
ク
ス
）
を
迎
え
、

角
田
浩
（
ピ
ア
ノ
）、
中
村

尚
美
（
ベ
ー
ス
）、
東
敏
之

（
ド
ラ
ム
ス
）
の
カ
ル
テ
ッ

ト
で
、
ジ
ャ
ズ
を
楽
し
ん

だ
。
有
名
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

「
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に
会
っ
た

か
い
？
」
の
軽
快
な
テ
ン
ポ

で
演
奏
は
開
始
。「
星
影
の

ス
テ
ラ
」
で
は
カ
ル
テ
ッ
ト

の
息
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
聞

か
せ
た
。
ア
ン
コ
ー
ル
で
は

金
融
共
済
委
員
会

（
6
／
19
）の
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
5
件
、
加
入
3
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
3
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

る
場
合
、
傷
病
手
当
金
意
見
書

交
付
料
（
1
0
0
点
）
は
、
現

在
加
入
し
て
い
る
国
保
か
以
前

加
入
し
て
い
た
社
保
の
ど
ち
ら

に
請
求
す
る
の
で
す
か
。

　
Ａ
、
現
在
加
入
中
の
保
険
で

請
求
し
ま
す
の
で
、
国
保
に
加

入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
国
保
に

請
求
し
ま
す
。
な
お
、
レ
セ
プ

ト
の
摘
要
欄
に
交
付
年
月
日
を

記
載
し
て
下
さ
い
。

病
手
当
金
を
受
給
す
る
患
者

が
、
現
在
国
保
に
加
入
し
て
い

パネル集 戦争と医の倫理
～日本の医学者・医師の「15年戦争」への加担と責任～
　2007年発行のパネル集「戦争と医学」に新たな事
実を示す資料などを反映。さらに、最近のドイツ医
学界の動向も紹介し、これ
からの医の倫理を考える視
点と課題を新たな項目とし
て補強した、最新版パネル
集が発刊されました。
　購入をご希望の場合は
協会までご連絡下さい。

価格　2,000円
（税込・送料込）

発行　「戦争と医の倫理」の検証を進める会

ジャズ演奏に酔いしれるひととき

文化企画

熱気あふれるジャズ演奏
恒例の参加者セッションも

傷
病
手
当
金
意
見
書
交
付
料
に
つ
い
て

2 0 1 3 年 (平成 2 5 年) 7 月 5 日 第 2 8 6 2 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行
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第
22
回
　
専
門
職
・患
者
・

家
族
の
た
め
の【
て
ん
か

ん
医
学
】連
続
講
座

　
日
　
時　
7
月
28
日
（
日
）

10
時
15
分
〜
午
後
4
時
30
分

（
開
場
9
時
45
分
）

　
場
　
所　
ひ
と
・
ま
ち
交
流

館
京
都　
第
4
会
議
室

　
内
　
容　
午
前
の
部　
10
時

15
分
〜
12
時
45
分
◇
講
演
「
日

　
は
じ
め
に
保
険
医
協
会
が
実

施
し
た
「
審
査
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果
」
に
つ
い
て

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
回
答
か

ら
審
査
内
容
に
つ
い
て
、「
少

し
不
満
」・「
大
い
に
不
満
」
は

基
金
で
36
％
、
国
保
で
38
・
7

％
、
減
点
・
査
定
に
つ
い
て

は
、「
病
名
漏
れ
」
が
基
金
・

国
保
と
も
に
70
％
強
、
納
得
で

き
な
い
減
点
理
由
は
、「
明
ら

か
な
病
名
漏
れ
は
返
戻
し
て
ほ

し
い
か
ら
」
が
約
50
％
と
最
も

多
く
、
返
戻
で
は
被
保
険
者
資

格
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
基

金
・
国
保
と
も
に
80
％
も
あ

り
、
毎
月
の
保
険
証
確
認
の
重

要
性
を
訴
え
ま
し
た
。

を
十
分
に
考
慮
の
上
、
必
要
最

小
限
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の

注
意
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
病

名
と
検
査
・
薬
剤
の
整
合
性
の

な
い
レ
セ
プ
ト
は
基
本
的
に
一

次
審
査
で
査
定
に
な
る
こ
と
、

検
査
や
処
方
薬
に
対
す
る
病
名

の
書
き
忘
れ
な
ど
の
単
純
ミ
ス

は
、
基
本
的
に
は
一
次
審
査
に

お
い
て
返
戻
の
対
象
で
は
な
く

査
定
の
対
象
と
な
る
な
ど
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
後
半
は
各
論
で
、
一
次
審

査
、
再
審
査
で
気
に
な
っ
た
と

こ
ろ
を
あ
げ
て
の
説
明
で
し

た
。
検
査
の
回
数
と
実
日
数
の

食
い
違
い
が
あ
る
こ
と
。
算
定

不
可
の
も
の
と
し
て
、
角
膜
形

状
解
析
検
査
と
角
膜
曲
率
半
径

計
測
の
同
時
算
定
、
眼
底
三
次

元
画
像
解
析
と
眼
底
カ
メ
ラ
撮

影
の
同
時
算
定
、
眼
底
カ
メ
ラ

撮
影
の
蛍
光
眼
底
と
自
発
蛍
光

撮
影
の
併
施
な
ど
。
算
定
可
能

な
も
の
と
し
て
、
高
眼
圧
症
や

視
神
経
乳
頭
陥
凹
拡
大
で
の

　
ま
た
レ
セ
プ
ト
か
ら
、
疑
い

病
名
が
長
期
間
記
載
さ
れ
て
い

た
り
、
疑
い
病
名
の
ま
ま
治
療

さ
れ
て
い
た
り
、
急
性
疾
患
の

ま
ま
の
長
期
間
記
載
や
、
レ
セ

プ
ト
と
カ
ル
テ
の
整
合
性
が
保

た
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
返
戻

に
対
す
る
回
答
が
不
備
な
ど
基

本
的
な
こ
と
が
守
ら
れ
て
い
な

い
医
療
機
関
が
あ
る
と
の
報
告

が
あ
り
、
保
険
医
で
あ
る
医
師

は
、
診
療
内
容
の
み
な
ら
ず
診

療
報
酬
請
求
も
含
め
、
す
べ
て

の
責
任
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
の
注
意
が
あ
り
ま
し
た
。
限

ら
れ
た
医
療
費
の
中
で
の
保
険

診
療
で
あ
る
の
で
、
検
査
や
投

薬
・
処
置
・
手
術
な
ど
は
、
主

訴
・
症
状
・
所
見
か
ら
必
要
性

常
生
活
で
遭
遇
す
る
て
ん
か
ん

発
作
の
正
し
い
理
解
」
講
師
・

荒
木
邦
彦
氏
（
静
岡
て
ん
か

ん
・
神
経
医
療
セ
ン
タ
ー　
神

経
内
科
）
◇
個
別
相
談
（
対

応
・
荒
木
氏
）

　
午
後
の
部　
1
時
30
分
〜
4

時
◇
講
演
「
て
ん
か
ん
の
あ
る

子
ど
も
の
発
達
支
援
」
講
師
・

杉
山
修
氏
（
静
岡
て
ん
か
ん
・

神
経
医
療
セ
ン
タ
ー　
発
達
支

援
室
主
任
）
◇
個
別
相
談
（
対

応
・
杉
山
氏
）

　
参
加
費　
2
講
座
セ
ッ
ト　

一
般
2
0
0
0
円　
会
員
5
0

0
円

　
※
講
座
の
予
約
は
不
要
。
駐

車
場
は
台
数
に
限
り
あ
り
。
な

る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
利
用

下
さ
い
。

　
主
　
催　
公
益
社
団
法
人
日

本
て
ん
か
ん
協
会
京
都
府
支
部

（
第
3
土
曜
を
除
く
土
曜
日
午

後
1
時
〜
5
時
対
応　
☎
0
7

5
・
8
2
2
･
7
8
8
1
）

　
京
都
北
・
左
京
・
宇
治
久

世
・
綾
部
医
師
会
選
出
の
代

議
員
欠
員
に
伴
う
補
欠
選
挙

を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
立

候
補
者
数
は
定
数
以
内
で
し

た
の
で
、
京
都
府
保
険
医
協

会
選
挙
規
定
第
2
章
第
31
条

に
よ
り
、
無
投
票
当
選
人
と

決
定
し
ま
し
た
。
任
期
は
2

0
1
5
年
4
月
30
日
ま
で
。

（
敬
称
略
）

京
都
北
医
師
会　

白
波
瀬　
功

左
京
医
師
会

　
山
際　
哲
夫
、
小
林　
充

宇
治
久
世
医
師
会

　
小
山　
正
彦

綾
部
医
師
会

　
門　
祐
輔

左
京

京
都
北

宇
治
久
世

綾
部

代
議
員
　
補
選
結
果
の
報
告

　
4
月
20
日
、
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー
ク
ラ
に
て
眼
科
診
療
内
容

向
上
会
が
京
都
府
眼
科
医
会
・
京
都
府
保
険
医
協
会
の
共
催

で
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
86
人
。
京
都
府
眼
科
医
会
副
会

長
の
中
路
裕
氏
が
講
師
を
務
め
、
保
険
点
数
の
留
意
事
項
と

最
近
の
審
査
事
情
に
つ
い
て
解
説
を
行
っ
た
。
座
長
は
京
都

府
眼
科
医
会
理
事
の
松
田
敏
央
氏
。

眼
科
診
療
内
容
向
上
会
レ
ポ
ー
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
や
事
例
も
と
に

審
査
留
意
点
の
情
報
を
共
有

多
数
の
参
加
者
で
開
催
さ
れ
た

眼
科
診
療
内
容
向
上
会

O
C
T
の
算
定
、
眼
底
カ
メ
ラ

撮
影
（
自
発
蛍
光
撮
影
）
と

O
C
T
の
同
時
算
定
な
ど
が

あ
り
ま
し
た
。
散
瞳
剤
な
し
の

細
隙
燈
顕
微
鏡
検
査
（
前
後
）

1
1
2
点
は
48
点
に
減
点
、

再
診
時
に
行
っ
た
屈
折
検
査
と

矯
正
視
力
検
査
は
矯
正
視
力
で

算
定
を
、
初
診
時
で
の
前
眼
部

病
名
の
な
い
生
体
染
色
の
算
定

は
、
可
能
な
時
も
、
返
戻
や
査

定
と
な
る
時
も
あ
り
、
再
診
で

は
原
則
認
め
ら

れ
な
い
。
そ
れ

か
ら
狭
隅
角
の

み
で
の
縮
瞳
剤

の
使
用
に
は

「
緑
内
障
の
急

性
発
作
予
防
」

の
注
記
が
必
要

な
こ
と
、
ま
た

白
内
障
手
術
時

の
局
所
麻
酔
剤

の
最
大
量
は
5

㎖
で
あ
る
こ
と

な
ど
、
他
に
も

多
く
の
事
例
が

挙
が
り
ま
し

た
。
ま
た
会
場

か
ら
は
「
数
年

前
に
コ
ン
タ
ク

ト
レ
ン
ズ
処
方

経
験
の
あ
る
患
者
さ
ん
に
対
し

て
の
初
診
料
・
再
診
料
の
取
り

扱
い
」
の
質
問
が
あ
り
、「
コ

ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
装
用
自
己
中

止
」
の
注
記
が
な
い
限
り
再
診

料
算
定
と
な
る
と
の
説
明
が
あ

り
、
今
後
の
改
善
要
求
項
目
の

一
つ
と
訴
え
つ
つ
、
診
療
内
容

向
上
会
は
終
了
し
ま
し
た
。

（
上
京
東
部
・
草
田
　
英
嗣
）

京
都
実
地
医
家
の
会

第
1
0
1
回
例
会

　
日
　
時　
9
月
7
日（
土
）午

後
3
時
20
分
〜
6
時

　
場
　
所　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
F
「
ロ
ー
ズ
」

　
特
別
講
演
1「
実
地
医
家
に

お
け
る
新
規
経
口
抗
凝
固
薬
の

使
い
方
の
コ
ツ
―
プ
ラ
ザ
キ
サ

使
用
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い

て
」静
田
聡
氏（
京
都
大
学
医
学

部
附
属
病
院　
循
環
器
内
科
）

　
特
別
講
演
2「
実
地
医
家
の

イ
ン
ス
リ
ン
療
法
の
コ
ツ
」土

居
健
太
郎
氏（
洛
和
会
音
羽
病

院　
内
分
泌
糖
尿
病
内
科
部

長
）

　
共
　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会（
☎
連
絡
先
：
0
7
5
･
9

5
1
･
1
5
0
8　

鈴
木
医

院
）、
日
本
ベ
ー
リ
ン
ガ
ー
イ

ン
ゲ
ル
ハ
イ
ム
株
式
会
社
、
日

本
イ
ー
ラ
イ
リ
リ
ー
株
式
会
社

　
※
会
員
以
外
の
先
生
方
の
ご

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。
当
日
会

費
1
0
0
0
円
（
当
会
入
会
金

1
0
0
0
円
、年
会
費
不
要
）。

会
終
了
後
に
意
見
交
換
の
場
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

　
礒
田
陽
氏
（
享
年
80
、
下
京

東
部
）
6
月
17
日
ご
逝
去

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

　
猛
暑
が
続
く
。
平
成
22
年
7

月
22
日
、
産
業
医
の
仕
事
で
、

当
地
方
丹
後
縮
緬
製
造
業
者
の

許
へ
検
診
に
出
向
く
。
父
の
代

か
ら
の
古
い
昵
懇
の
家
で
、
京

丹
後
市
屈
指
の
織
物
業
者
だ
っ

た
。
ぼ
く
の
代
も
開
業
以
来
、

大
切
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
何

か
の
会
合
の
お
り
、
一
度
だ
け

拙
院
ま
で
車
で
送
っ
て
い
た
だ

い
た
。
主
人
自
ら
の
運
転
だ
っ

た
。
そ
の
方
は
お
だ
や
か
な
紳

士
だ
っ
た
。
今
は
そ
の
息
子
さ

ん
が
お
爺
さ
ん
で
、
娘
さ
ん
が

2
人
、
そ
の
下
に
養
子
さ
ん
が

取
っ
て
あ
る
。
現
在
の
当
主
は

そ
の
養
子
さ
ん
で
三
十
代
後

半
、
同
じ
く
お
だ
や
か
な
お
人

柄
の
よ
う
だ
。
現
今
当
地
方
の

織
物
業
者
は
大
変
だ
と
聞
い
て

い
る
。
検
診
を
し
た
の
は
5
人

で
、
う
ち
2
人
が
男
性
、
そ
の

1
人
が
当
主
で
あ
る
。
古
く
か

ら
知
っ
て
い
る
当
地
の
農
業
者

の
次
男
が
72
歳
、
学
校
を
卒
業

さ
れ
て
か
ら
ず
っ
と
こ
の
家
に

勤
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
現
在

で
は
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
ぼ
く
の
開
業
当
初
僅
か

に
残
っ
て
い
た
、
親
方
子
方
の

関
係
か
も
し
れ
な
い
。
仕
事
の

段
取
り
、
給
料
、
税
理
、
い
ろ

い
ろ
な
雑
務
一
切
を
引
き
受
け

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
人
情
紙
の

如
し
、
と
は
い
つ
の
時
代
で
も

囁
か
れ
る
言
葉
だ
が
、
血
縁
関

係
を
ぬ
き
に
し
た
こ
の
よ
う
な

方
は
、
ぼ
く
は
知
ら
な
い
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま

だ
お
若
い
養
子
さ
ん
と
手
に
手

を
取
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
女

子
職
員
の
3
人
の
1
人
は
70
歳

を
過
ぎ
て
お
ら
れ
る
。
若
い
女

性
で
機
織
り
を
し
よ
う
か
と
思

う
人
は
皆
無
で
、
当
主
の
娘
さ

ん
は
こ
の
人
が
頼
り
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
。

　
検
診
は
簡
単
で
あ
る
。
一
人

ひ
と
り
の
デ
ー
タ
を
読
み
、
血

圧
を
再
確
認
し
、
異
常
値
を
説

明
し
て
治
療
の
手
引
き
を
す

る
。
あ
と
は
労
働
基
準
監
督
署

の
元
署
長
さ
ん
が
産
業
医
会
の

理
事
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

て
、
職
員
の
一
人
ひ
と
り
に
質

問
を
し
、
先
述
の
72
歳
の
男
性

に
工
場
内
の
衛
生
、
保
全
等
の

管
理
事
項
を
質
問
す
る
。

　
仕
事
は
約
1
時
間
半
で
終
わ

り
、
駐
車
場
に
な
っ
て
い
た
広

場
で
車
の
ド
ア
を
開
い
た
ら
、

む
っ
と
し
た
暑
気
が
溢
れ
出

た
。あ
ら
た
め
て
猛
暑
だ
っ
た
。

　
今
日
訪
問
し
た
工
場
の
外
、

や
は
り
父
が
懇
意
に
し
て
い
た

大
き
な
機
屋
さ
ん
が
あ
っ
た
。

ぼ
く
が
未
だ
小
学
校
に
入
学
す

る
前
、
誰
か
に
連
れ
ら
れ
て
12

月
14
日
、
義
士
会
の
行
事
を
見

に
行
っ
た
。
工
員
は
男
女
あ
わ

せ
て
1
0
0
人
以
上
と
噂
さ

れ
て
い
た
。
舞
台
が
設
け
ら

れ
、
海
軍
の
水
平
服
の
よ
う
な

格
好
を
し
た
男
性
の
工
員
さ
ん

た
ち
が
歌
っ
た
り
踊
っ
た
り
し

た
。
今
は
も
う
そ
の
工
場
は
閉

じ
た
ま
ま
だ
。
追
憶
は
な
つ
か

し
い
が
、
現
在
、
旧
口
大
野
村

で
工
員
さ
ん
を
雇
っ
て
い
る
工

場
は
一
軒
だ
け
だ
と
聞
い
た
。

日
常
、
ぼ
く
の
周
囲
で
も
機
音

は
ま
っ
た
く
聞
か
な
い
。
時
代

の
流
れ
は
恐
ろ
し
い
。

　
猛
暑
が
続
く
。
熱
中
症
の
死

者
が
増
え
て
い
る
よ
う
だ
。

機は
た

　
　
　
屋や
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